


改 正 後 改 正 前

（供託通知書の発送請求） （供託通知書の発送請求）

第三十三条 ［略］ 第三十三条 ［同左］

２ ［略］ ２ ［同左］

３ 第一項の規定は、同項の供託のほか、法令の定めに ［項を加える。］

より供託の通知をしなければならない者がある供託に

おけるその者に対する供託の通知について準用する。

備考 表中の［ ］の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。




